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(57)【要約】
【課題】現像器を保護しつつカートリッジに充填された
トナーを無駄にしない画像形成装置を提供する。
【解決手段】暫定救済モードにおいて、カラーのカート
リッジが新たに装着されたら、当該カートリッジが新品
か否かを判定する。新品であると判定されたら（Ｓ５０
６：Ｙｅｓ）、当該カートリッジについてトナーエンプ
ティを解除する（Ｓ５０９）。また、新品でないと判定
されても（Ｓ５０６：Ｎｏ）、トナー残量が所定量以上
ならば（Ｓ５０７：Ｙｅｓ）、トナーエンプティを解除
する（Ｓ５０９）。
　さらに、トナー残量が所定量に満たなくても（Ｓ５０
７：Ｎｏ）、暫定救済モードでなければ（Ｓ５０８：Ｎ
ｏ）、トナーエンプティを解除する（Ｓ５０９）。しか
し、暫定救済モードならば（Ｓ５０８：Ｙｅｓ）、トナ
ーエンプティを解除しない。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物の残量を記憶する記憶部を備えたカートリッジであって、モノクロ用のカートリ
ッジとカラー用のカートリッジとを装着されてモノクロ印字とカラー印字とを行なう画像
形成装置であって、
　カートリッジの脱着を検出する検出手段と、
　カートリッジ毎に内容物の残量が第１の基準量以下であるか否かによってエンプティか
否かを判定するエンプティ判定手段と、
　カートリッジ毎に記憶部を参照して内容物の残量が、第１の基準量よりも多い残量を指
標する第２の基準量以上であるか否かを判定する残量判定手段と、
　モノクロ印字とカラー印字との両方が許可される通常モードにおいて、前記エンプティ
判定手段によりカラー用のカートリッジの何れかがエンプティであると判定されると、モ
ノクロ印字のみが許可される暫定救済モード、或いは、モノクロ印字とカラー印字との両
方が禁止される印字禁止モードの何れかに遷移させるモード遷移手段と、を備え、
　暫定救済モードにおいて、カラー用のカートリッジの脱着が検出された後に、カラー用
のカートリッジの内容物の残量が何れも第２の基準量以上であるか、又は、新品であると
判定されたら、通常モードに遷移する一方、
　印字禁止モードにおいて、何れかのカートリッジの脱着が検出されると通常モードに遷
移する
ことを特徴とする画像形成装置。　
【請求項２】
　前記エンプティ判定手段は、カートリッジの内容物を現像器に補給した後、現像器内の
内容物の濃度が所定濃度に満たない場合に当該カートリッジの内容物の残量が第１の基準
量以下であると判定する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　暫定救済モードにおいて、モノクロ用のカートリッジがエンプティであると判定される
と印字禁止モードに遷移する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関し、特に、現像器を保護しつつカートリッジに充填された
トナーの無駄をなくす技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、広く普及しているプリンタや複写機などの画像形成装置は、トナーカートリッジ
（以下、単に「カートリッジ」という。）を装着することによってトナー等の消耗品（以
下、単に「トナー」という。）の補給を受ける。カートリッジに充填されたトナーは、印
字するたびに消費され、終には消費され尽くす（トナーエンプティ）。
　トナーエンプティの状態で印字を試みると現像器の故障や機内の汚損を招くため、画像
形成装置はトナーエンプティを検出すると印字禁止状態となる必要がある。この場合にお
いて、画像形成装置は、トナーエンプティでないカートリッジが装着されれば印字禁止状
態を解除すべきだが、トナーエンプティであるカートリッジが装着されても印字禁止状態
を解除すべきでない。
【０００３】
　このため、例えば、カートリッジにメモリを配設して、トナーエンプティであるか否か
を当該メモリに記憶させる技術が提案されている。このようにすれば、トナーエンプティ
を確実に検出し、印字禁止状態を適切に制御することができる（特許文献１、２を参照）
。
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　しかしながら、実際には、トナーエンプティを精度よく検出することは難しく、カート
リッジ内にトナーが残っているにもかかわらず、トナーエンプティと判定することもある
。一旦トナーエンプティと判定されると、そのカートリッジを装着しても印字禁止状態が
解除されないので、ユーザの不満を招いてしまう。
【０００４】
　これに対して、カートリッジの脱着を検出したら、印字禁止状態を解除してカートリッ
ジから現像器にトナーを補給する動作を行い、印字しながらトナー濃度を確認すれば、カ
ートリッジ内に残留するトナーを使い切ることができる。そして、トナー濃度が回復しな
い場合や、さらに低下する傾向を示した場合にのみ印字を禁止すれば、ユーザ利便性の観
点で合理的である。
【特許文献１】特開２００３－７６２３０号公報
【特許文献２】特開２００１－１００５９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　さて、カラー印字を行なう画像形成装置は、通常、カラー各色のトナー並びにモノクロ
のトナーを用いる。かかる画像形成装置において、カラーの何れかのカートリッジがトナ
ーエンプティになった場合、すべての印字を禁止すると必ずしもユーザの利便性に合致し
ない。このため、ユーザ操作によって、カラーの印字のみを禁止し、モノクロの印字は許
可する暫定救済モードで画像形成装置を動作させる技術がある。
【０００６】
　このようにすれば、モノクロのカートリッジにトナーが残っている場合には印字を続行
することができるのでユーザ利便性を向上させることができる。特に、カラー化の初期は
、通常はモノクロ印字を行ない、最終出力物のみをカラー印字するといった使い方がなさ
れていた為、モノクロ印字のみを許可する暫定救済モードは極めて有効であった。
　しかしながら、近年、写真やＷＷＷページ等をカラー印字するニーズが急速に増大した
ために、暫定的にモノクロ印字ができるにも関わらず、ユーザが無理にカラー印字を行な
うようになってきた。
【０００７】
　すなわち、トナーエンプティが検出されても、カラーのカートリッジを脱着することに
よって僅かに残ったトナーが無くなるまでカラー印字を行った後に、ようやく暫定救済モ
ードに移行するようになってきた。
　このような使い方をすると現像器内のトナー濃度が極端に低下するので、トナー濃度を
確認しながら印字を行なうと、故障や機内の汚損を招き、現像器の保護の観点から望まし
くない。
【０００８】
　また、暫定救済モードを解除してカラー印字を行う場合には、先ず、画像安定化制御を
行わなければならないため、現像器内のトナー濃度が更に低下するおそれがある。
　本発明は、上述のような問題に鑑みてなされたものであって、現像器を保護しつつカー
トリッジに充填されたトナーの無駄にしない画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像形成装置は、内容物の残量を記憶する記憶
部を備えたカートリッジであって、モノクロ用のカートリッジとカラー用のカートリッジ
とを装着されてモノクロ印字とカラー印字とを行なう画像形成装置であって、カートリッ
ジの脱着を検出する検出手段と、カートリッジ毎に内容物の残量が第１の基準量以下であ
るか否かによってエンプティか否かを判定するエンプティ判定手段と、カートリッジ毎に
記憶部を参照して内容物の残量が、第１の基準量よりも多い残量を指標する第２の基準量
以上であるか否かを判定する残量判定手段と、モノクロ印字とカラー印字との両方が許可
される通常モードにおいて、前記エンプティ判定手段によりカラー用のカートリッジの何
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れかがエンプティであると判定されると、モノクロ印字のみが許可される暫定救済モード
、或いは、モノクロ印字とカラー印字との両方が禁止される印字禁止モードの何れかに遷
移させるモード遷移手段と、を備え、暫定救済モードにおいて、カラー用のカートリッジ
の脱着が検出された後に、カラー用のカートリッジの内容物の残量が何れも第２の基準量
以上であるか、又は、新品であると判定されたら、通常モードに遷移する一方、印字禁止
モードにおいて、何れかのカートリッジの脱着が検出されると通常モードに遷移すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　このようにすれば、暫定救済モードに遷移しており、現像器内のトナー量が少なくなっ
ていると推定される場合には、トナー残量が第１の基準量を下回るカートリッジを装着さ
れてもトナー補給は行いので、現像器を保護することができる。また、暫定救済モードに
おいて新たに装着されたカートリッジのトナー残量が第２の基準量を上回る場合には通常
モードに遷移して、カラー印字を許可するので、カートリッジに残ったトナーを無駄にし
ないで使い切ることができる。
【００１１】
　また、前記エンプティ判定手段は、カートリッジの内容物を現像器に補給した後、現像
器内の内容物の濃度が所定濃度に満たない場合に当該カートリッジの内容物の残量が第１
の基準量以下であると判定すれば、現像器の保護を更に確実なものとすることができる。
　また、暫定救済モードにおいて、モノクロ用のカートリッジがエンプティであると判定
されると印字禁止モードに遷移しても良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る画像形成装置の実施の形態について、複合機（MFP: Multi Functio
n Peripheral）を例にとり、図面を参照しながら説明する。
　［１］　複合機の構成
　先ず、本実施の形態に係る複合機の構成について説明する。図１は、本実施の形態に係
る複合機の主要な構成を示す断面図である。
【００１３】
　図１に示されるように、複合機１は、画像形成部１００、スキャナ部１１０、フィニッ
シング部１２０を備えている。
　スキャナ部１１０は、原稿を読み取って画像データを生成する。
　画像形成部１００は給紙カセット、下段給紙カセット、手差しトレイ、作像ユニット、
中間転写ベルト、両面ユニット、エンジン制御部（図示省略）やプリンタコントローラ部
（図示省略）等を備えている。作像ユニットはイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン
（Ｃ）及びブラック（Ｋ）のトナー毎に設けられている。
【００１４】
　作像ユニットは何れも帯電部、露光部及び現像部を備えている。帯電部はそれぞれ感光
体ドラムを帯電する。露光部はそれぞれ感光体ドラムを露光して静電潜像を形成する。現
像部は感光体ドラム上に形成された静電潜像を現像する。感光体ドラム上に形成されたト
ナー像は中間転写ベルト上に転写される。
　中間転写ベルト上のトナー像は給紙カセット、下段給紙カセット或いは手差しトレイか
ら給紙された記録紙上に転写され、定着器にて加熱定着される。両面ユニットは記録紙の
両面にトナー像が転写されるように記録紙を搬送する。
【００１５】
　作像ユニットには何れもカートリッジが装着される。図２は、カートリッジ２の主要な
構成を示す外観斜視図である。カートリッジ２は攪拌羽（図示省略）を備え、作像ユニッ
トにトナーを補給する。また、カートリッジ２はトナーレベル検出センサ（図示省略）と
不揮発性メモリ（CSIC: Customer Specified Integrated Circuit）２０１とを備えてい
る。
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【００１６】
　トナーレベル検出センサはカートリッジ２内のトナー残量を検出する。不揮発性メモリ
２０１はトナーの残量や消費量を記憶する。不揮発性メモリ２０１に記憶されたトナー残
量等はエンジン制御部によって読み出される。エンジン制御部やプリンタコントローラ部
については後述する。
　フィニッシング部１２０はパンチユニット、パンチ屑ボックス、折りユニット、ステー
プラや排紙トレイ等を備えている。パンチユニットは記録紙にパンチ穴を開ける。パンチ
穴を開けた際に出るパンチ屑はパンチ屑ボックスに回収される。折りユニットは記録紙を
折り畳む。ステープラは針を用いて記録紙を綴じる。記録紙は最終的に排紙トレイへ排出
される。
【００１７】
　［２］　エンジン制御部並びにプリンタコントローラの構成
　次に、エンジン制御部並びにプリンタコントローラの構成について説明する。図３は、
エンジン制御部並びにプリンタコントローラの主要な構成を示すブロック図である。
　図３に示されるように、エンジン制御部３００は、図中、破線にて囲まれたＣＰＵ（ce
ntral processing unit）、ＲＯＭ（read only memory）、ＲＡＭ（random access memor
y）、インタフェース（ＩＦ）制御部及び拡張Ｉ／Ｏを備えている。
【００１８】
　ＣＰＵはＲＡＭを作業用メモリとしてプログラムを実行し、インタフェース制御部や拡
張Ｉ／Ｏから制御情報を取得したり、制御命令を発したりする。インタフェース制御部は
排紙装置や画像処理コントローラにアクセスするためのインタフェース処理を実行する。
　拡張Ｉ／Ｏはトナー濃度センサ、各種センサ、各種モータ、各種ソレノイド、各種クラ
ッチ、各種高圧電源、各種リレー、レーザダイオード及びカートリッジに装着された不揮
発性メモリ２０１に接続されている。
【００１９】
　また、プリンタコントローラ部３１０は、一点鎖線にて囲まれた画像処理コントローラ
、キーボードコントローラ及びＬＣＤ（liquid crystal display）を備えている。
　画像処理コントローラはスキャナ部１１０やファクシミリ（ＦＡＸ）回線、コンピュー
タ等の外部機器から画像データを受け付けて画像処理を施す。キーボードコントローラは
ユーザによるキー入力を検出する。ＬＣＤコントローラはユーザに対するＬＣＤ表示を制
御する。
【００２０】
　［３］　複合機１の動作
　次に、複合機１の動作について説明する。図４は、複合機１の動作（メインルーチン）
を表わすフローチャートである。図４に示されるように、複合機１は、電源を投入される
と、起動するための初期動作を実行する（Ｓ４０１）。
　次いで、キーボードコントローラやＬＣＤコントローラを用いた入出力処理を実行する
（Ｓ４０２）。そして、スタートキーが押下（ＯＮ）されたか否かを確認し、押下が確認
された場合には（Ｓ４０３：Ｙｅｓ）、印字を許可するか判断する。印字を許可する場合
には（Ｓ４０４：Ｙｅｓ）、印字中フラグをセットして（Ｓ４０５）、印字制御を実行す
る（Ｓ４０６）。
【００２１】
　印字制御（Ｓ４０６）終了後、及びステップＳ４０３、Ｓ４０４でＮｏの場合には、ト
ナー制御（Ｓ４０７）、モード制御（Ｓ４０８）、その他の制御（Ｓ４０９）を実行した
後、印字が終了したか否かを確認する。そして、印字が終了していなければ（Ｓ４１０：
Ｎｏ）、ステップＳ４０６へ進み、印字を続行する。
　印字が終了したら（Ｓ４１０：Ｙｅｓ）、印字中フラグをリセットして（Ｓ４１１）、
入出力処理（Ｓ４０２）に進む。
【００２２】
　［４］　トナー制御（Ｓ４０７）
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　次に、複合機１の動作の詳細に関し、先ず、トナー制御（Ｓ４０７）について、カラー
の場合とモノクロの場合とに分けて説明する。
　（ａ）　カラーの場合
　先ず、カラーの場合について説明する。以下の処理はＣ、Ｍ、Ｙの色毎に実行される。
例えば、下記のカウンタはＣ、Ｍ、Ｙのそれぞれについて個別に設けられる。
【００２３】
　図５は、カラーに係るトナー制御の流れを表わすフローチャートである。
　図５に示されるように、複合機１は、各種センサにて画像形成部１００のドアが閉じて
いることを検出すると（Ｓ５０１：Ｙｅｓ）、カートリッジ２の不揮発性メモリ２０１に
記憶されているデータを読み出す（Ｓ５０２）。データを正常に読み出すことができたら
、カートリッジが正常に装着されていると判定し（Ｓ５０３：Ｙｅｓ）、未装着フラグが
セットされているか否かを確認する。
【００２４】
　未装着フラグは複合機１に新たにカートリッジが装着されたか否かを表わす。未装着フ
ラグがセットされていたら（Ｓ５０４：Ｙｅｓ）、未装着フラグをリセットし（Ｓ５０５
）、不揮発性メモリ２０１から読み出したデータから、装着されたカートリッジ２のトナ
ー残量を確認する。
　カートリッジ２がトナー残量から新品でないと判定されたら（Ｓ５０６：Ｎｏ）、トナ
ー残量が所定量以上か否かを確認する。そして、トナー残量が所定量に満たなければ（Ｓ
５０９：Ｎｏ）、暫定救済モードであるか否かを確認する。
【００２５】
　カートリッジ２が新品であると判定された場合（Ｓ５０６：Ｙｅｓ）やトナー残量が所
定量以上であると判定された場合（Ｓ５０７：Ｙｅｓ）、暫定救済モードでないと判定さ
れた場合（Ｓ５０８：Ｎｏ）にはトナーエンプティを解除し（Ｓ５０９）、カウンタに所
定値をセットする（Ｓ５１０）。
　なお、後述のように、トナーエンプティが解除されると暫定救済モードも解除される。
しかしながら、暫定救済モードにおいては、新品のカートリッジが装着されたのでなけれ
ばトナーエンプティは解除されない。これによって、現像器の汚損や故障が防止される。
【００２６】
　また、カウンタは、後述のように、トナーエンプティを検出するために用いられる。
　検出カウンタに所定値をセットした（Ｓ５１０）後や暫定救済モードであると判定され
た場合（Ｓ５０８：Ｙｅｓ）、未装着フラグがセットされていないと判定された場合（Ｓ
５０４：Ｎｏ）には、印刷中フラグを参照する。
　印刷中フラグがセットされている場合は（Ｓ５１１：Ｙｅｓ）、現像器内のトナー濃度
を検出する（Ｓ５１２）。トナー濃度が所定濃度以上ならば（Ｓ５１３：Ｙｅｓ）、現像
器内に十分な量のトナーが蓄積されているので、カートリッジから現像器へのトナー補給
を停止して（Ｓ５１４）、カウンタに所定値をセットする（Ｓ５１５）。この所定値は、
ステップＳ５１０の所定値と同じく、カウンタの初期値である。
【００２７】
　現像器内のトナー濃度が所定濃度に満たない場合には（Ｓ５１３：Ｎｏ）、カートリッ
ジから現像器へのトナー補給を開始し（Ｓ５１６）、カウンタを１だけ減算する（Ｓ５１
７）。減算の結果、カウンタが０になったら（Ｓ５１８：Ｙｅｓ）、すなわち、トナー補
給を行なっているにもかかわらずトナー濃度が所定濃度に満たない状態が続いた場合には
、トナーエンプティと判定する（Ｓ５１９）。
【００２８】
　さて、ドアが閉じられていない場合（Ｓ５０１：Ｎｏ）やカートリッジが正常に装着さ
れていない場合（Ｓ５０３：Ｎｏ）には、未装着フラグをセットして（Ｓ５２０）、カー
トリッジから現像器へのトナー補給を停止する（Ｓ５２１）。
　ステップＳ５１５やＳ５１９、Ｓ５２１の後、或いは印刷中フラグがセットされていな
い場合（Ｓ５１１：Ｎｏ）、カウンタが０でない場合（Ｓ５１８：Ｎｏ）にはメインルー
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チンに復帰する。
【００２９】
　（ｂ）　モノクロの場合
　次に、モノクロの場合について説明する。モノクロの場合もカラーの場合と概ね同様の
処理が行われる一方、カートリッジ内のトナー残量に関する判定処理が省かれる。
　図６は、モノクロに係るトナー制御の流れを表わすフローチャートである。
　図６に示されるように、複合機１はドア閉を検出すると（Ｓ６０１：Ｙｅｓ）、不揮発
性メモリ２０１からデータを読み出す（Ｓ６０２）。正常に読み出せたら、カートリッジ
が正常に装着されていると判定する（Ｓ６０３：Ｙｅｓ）。
【００３０】
　次に、未装着フラグがセットされていたら（Ｓ６０４：Ｙｅｓ）、未装着フラグをリセ
ットし（Ｓ６０５）、トナーエンプティを解除し（Ｓ６０６）、カウンタに所定値をセッ
トする（Ｓ６０７）。
　検出カウンタに所定値をセットした後や（Ｓ６０７）、未装着フラグがセットされてい
ないと判定された場合（Ｓ６０４：Ｎｏ）には、印刷中フラグを参照する。印刷中フラグ
がセットされていたら（Ｓ６０８：Ｙｅｓ）、トナー濃度を検出し（Ｓ６０９）、所定濃
度以上ならば（Ｓ６１０：Ｙｅｓ）、トナー補給を停止して（Ｓ６１１）、カウンタに所
定値をセットする（Ｓ６１２）。
【００３１】
　トナー濃度が所定濃度に満たない場合には（Ｓ６１０：Ｎｏ）、トナー補給を開始し（
Ｓ６１３）、カウンタを減算する（Ｓ６１４）。そして、カウンタが０になったら（Ｓ６
１５：Ｙｅｓ）、トナーエンプティと判定する（Ｓ６１６）。
　ドア閉でいない場合（Ｓ６０１：Ｎｏ）やカートリッジが正常に装着されていない場合
（Ｓ６０３：Ｎｏ）には、未装着フラグをセットして（Ｓ６１７）、トナー補給を停止す
る（Ｓ６１８）。
【００３２】
　ステップＳ６１２やＳ６１６、Ｓ６１８の後、或いは印刷中フラグがセットされていな
い場合（Ｓ６０８：Ｎｏ）、カウンタが０でない場合（Ｓ６１５：Ｎｏ）にはメインルー
チンに復帰する。
　［５］　モード制御（Ｓ４０８）
　次に、モード制御について説明する。図７は、モード制御の流れを表わすフローチャー
トである。
【００３３】
　図７に示されるように、先ず、ブラックのカートリッジがトナーエンプティか否かを判
定する。ブラックのカートリッジがトナーエンプティならば（Ｓ７０１：Ｙｅｓ）、印字
禁止モードに遷移する（Ｓ７０２）。印字禁止モードではすべての印字が禁止される。
　ブラックのカートリッジはトナーエンプティでなく（Ｓ７０１：Ｎｏ）、何れかのカラ
ーのカートリッジがトナーエンプティならば（Ｓ７０３：Ｙｅｓ）、複合機１のユーザ、
或いは管理者が暫定救済モードを許可しているか否かを確認する。暫定救済モードが許可
されていなければ（Ｓ７０４：Ｎｏ）、印字禁止モードに遷移する（Ｓ７０２）。
【００３４】
　何れのカラーのカートリッジもトナーエンプティでなければ（Ｓ７０３：Ｎｏ）、暫定
救済モードであるか否かを確認する。暫定救済モードならば（Ｓ７０６：Ｙｅｓ）、通常
モードに遷移する（Ｓ７０７）。さもなければ、現在のモードを維持する。
　［６］　変形例
　以上、本発明を実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明が上述の実施の形態に限
定されないのは勿論であり、以下のような変形例を実施することができる。
【００３５】
　（ａ）　上記実施の形態においては詳述しなかったが、暫定救済モードの許可はカラー
のカートリッジについてトナーエンプティが検出されるたびに操作パネルに確認画面を表
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可否を指定させる設定画面を設けておき、ユーザ等に適宜指定させても良い。このように
すれば、ユーザ等の火急の印字要求に応えて暫定救済モードによる印字を可能にすること
ができる。
【００３６】
　（ｂ）　上記実施の形態においては、暫定救済モードをカラー印字のみを禁止し、モノ
クロ印字は許可する動作モードとしたが、本発明がこれに限定されないのは言うまでもな
く、これに代えて、ブラックのカートリッジについてのみトナーエンプティが検出される
とカラー印字のみを許可し、モノクロ印字は禁止する動作モードを暫定救済モードとして
も良い。
【００３７】
　近年、カラー印字に対する需要が高まっていることから、このような暫定救済モードを
設ければユーザの利便性をさらに高めることができる。
　（ｃ）　上記実施の形態においては、カラーに係るトナー制御において、新たに装着さ
れたカートリッジが新品でなくても（Ｓ５０６：Ｎｏ）、トナー残量が所定以上ならば（
Ｓ５０７：Ｙｅｓ）、トナーエンプティを解除する（Ｓ５０９）としたが、本発明がこれ
に限定されないのは言うまでもなく、これに代えて、次のようにしても良い。
【００３８】
　すなわち、新たに装着されたカートリッジが新品でない場合でも（Ｓ５０６）、トナー
残量の判定（Ｓ５０７）は行なわず、直ちに暫定救済モードの判定（Ｓ５０８）を行うと
しても良い。このようにすれば、より確実に現像器の汚損や故障を防止することができる
。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明に係る画像形成装置は、現像器を保護しつつカートリッジに充填されたトナーの
無駄をなくす装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の形態に係る複合機の主要な構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る複合機１に装着されるカートリッジ２の主要な構成を
示す外観斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る複合機１のエンジン制御部並びにプリンタコントロー
ラの主要な構成を示すブロック図である。
【図４】複合機１の動作（メインルーチン）を表わすフローチャートである。
【図５】カラーに係るトナー制御（Ｓ４０７）の流れを表わすフローチャートである。
【図６】モノクロに係るトナー制御（Ｓ４０７）の流れを表わすフローチャートである。
【図７】モード制御（Ｓ４０８）の流れを表わすフローチャートである。
【符号の説明】
【００４１】
１………複合機
２………カートリッジ
１００…画像形成部
１１０…スキャナ部
１２０…フィニッシング部
２０１…不揮発性メモリ
３００…エンジン制御部
３１０…プリンタコントローラ部
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